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個⼈向けの税⾦は⼤増税時代の到来︕ 
平成 30 年度税制改正 
平成 29 年 12 月 14 日に平成 30 年
度税制改正⼤綱が発表されました。今
回の改正内容は⼩粒で昨年の流れを汲
んでいるという感想です。         
最も世間的に注目度が⾼い改正は給与
所得控除や基礎控除の改正でしょう。
内容は、フリーランスの増加を踏まえフリー
ランスで働く⼈を減税（支援）するため
基礎控除を 10万円増やし、代わりに
サラリーマンの給与所得控除を 10万
円減らす、というものです。サラリーマンは
基本的にこれだけだと±0なのですが、さ
らに、給与年収（額⾯）850万円超
は給与所得控除を頭打ちにするので富
裕層（?）には増税です。増税対象か
ら子育て世帯及び介護世帯は除外しま
す。特に異論はないですが、正直改正が
⼩粒です。そもそも上図のとおりサラリーマ
ンは平成 29 年まで徐々に増税されてき
ていますので、さらなる増税の屁理屈にし
か聞こえません。 

事業承継税制が目玉か 
その他の内容についても⼩粒なものが
ほとんどですが、相続税関連で言うと
⼩規模宅地等の特例の要件⾒直し
と事業承継税制の特例の創設は実
務上注目度は⾼いでしょう。詳細はま
た後日ニュースレターで書きたいと思い
ますが、特に事業承継税制の特例の
創設は今年の改正の中で目⽟と言っ
ていいくらい衝撃を受けました。超⾼
齢化社会を踏まえた政府の事業承継
に対する懸念と、それへの対策に備え
る意気込みが伝わってくる改正内容で
す。中⼩企業の経営者の方は事業
承継税制の特例については必ず検討
する必要が出てくるものと考えられま
す。 

今月のコメント 
早いもので本年最後のニュースレターとなり
ました。年々時が経つのが早く感じられます
ね。師⾛に⼊り我が税理⼠業界も繁忙期
に⼊って参りました。私は年末年始 12 月
27 日から 1 月 8 日まで休暇を頂く予定
です。事務所自体は 12 月 29 日から 1
月 4 日まで休暇となります。ご不便をお掛
けしますが何卒宜しくお願い致します。 

本年も⼤変お世話になりました。また来年
も宜しくお願い致します。 
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